
宮崎市立田野病院指定居宅介護支援事業運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 宮崎市立田野病院が行う指定居宅介護支援事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保 

するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、当事業の介護支援専門員が要介護状態又は

要支援状態にある利用者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。 

 

（運営方針） 

第２条 当事業は、利用者が要支援・要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的

に提供されるよう配慮する。 

２ 当事業は、要介護状態の軽減もしくは悪化の予防又は要介護状態となることの予防に資するため

の必要な支援を行う。 

３ 当事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定

居宅サービス等が特定の種類、または特定の事業所に偏することのないよう公平かつ中立に実施す

る。 

４ 当事業は、被保険者の要介護認定等にかかる申請に対して、利用者の意思をふまえ必要な協力を

行う。また、被保険者が申請を行っているか否かを確認のうえその支援も行う。 

                               

（病院の名称） 

第３条 事業を行う病院の名称及び所在地は次のとおりとする。 

（１）名称    宮崎市立田野病院 

（２）所在地   宮崎県宮崎市田野町南原１丁目６番地２ 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

（１） 管理者 １名（常勤兼務） 

管理者は、従業者及び利用の申込にかかる調整など業務管理を一元的に行い、また必要な指揮命令

を行う。他の業務との兼務を妨げない。 

（２） 介護支援専門員 １名（常勤兼務） 

被保険者がその尊厳をもって自立した生活を送れるように運営方針に従い、要介護状態の軽減もし

くは悪化の予防または要介護状態となることの予防に資するための支援を行う。 

（３） 事務職員（兼務） 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 病院の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 



１ 営業日は、月曜日から金曜日とする（祝日、年末年始を除く）。 

ただし、休業日であっても緊急の場合は被保険者の支援を行う。 

２ 営業時間は、午前８時３０分から午後５時１５分迄とする。 

  

（居宅介護支援事業所の提供方法） 

第６条 当事業の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者か

ら求められたとき、これを提示すべき旨を指導する。 

２ 介護支援専門員は、被保険者の要介護認定の申請の代行、もしくは委託された要介護認定につい

て、利用者の被保険者証の確認を行うとともに、要介護認定を受けた者から支援事業所を選択され

た場合は、被保険者証と要介護認定の有無、認定区分と有効期間を確認する。 

３ 当事業は介護を要する者の発見に努め、要介護認定の申請が行われているか確認し、行われてい

ない場合は、被保険者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう支援する。 

４ 要介護認定者等の更新申請は、現在の要介護認定等の有効期間が終了する６０日前からできるよ

う必要な支援をする。 

５ 当事業は、要介護認定者の居宅サービス計画の作成にあたり、被保険者と家族の意思を尊重し、

またサービス事業者等と連携して医療・保健・福祉サービス等の多様なサービスを提供できるよう

総合的かつ有効的な計画を作成し、被保険者の承認を得てサービス提供の手続きを行う。 

６ 当事業は、正当な理由が無く業務の提供を拒否してはならない。 

７ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場

合は、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

（１）正当な理由なしに法第２４条第２項に規定する介護給付対象サービスの利用に関する指示に従

わないこと等により、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。 

（２）偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

 

（居宅介護支援事業の内容） 

第７条 指定介護支援は要介護状態の軽減若しくは、悪化の防止、又は要介護状態となることの予防に

資するよう行われるとともに、医療・保健・福祉サービスとの連携に十分配慮して行うことと

し、また自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければな

らない。 

「居宅サービス計画の作成」 

１ 居宅介護サービス計画の担当職員 

管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 利用者への情報提供 

  作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業所等の

名簿、サービス内容、利用料金の情報を提供し、利用者がサービスの選択を可能にする。 

３ 利用者のアセスメント 

  介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたって、利用者の有している能力、提供を受けて

いるサービス、そこに置かれている環境の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし



て、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で、解決すべき課題を把握し

なければならない。 

４ 居宅サービス計画の原案作成 

   介護支援専門員は計画作成の際、利用者・家族の指定された場所においてサービスの希望並びに

利用者について把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供され

る体制を勘案して、提供されるサービス目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛

り込んだ居宅サービスの原案を作成する。 

５ サービス担当者会議 

   介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置づけたサービスの担当者の参加による会議を

召集し、当該居宅サービス計画の原案内容について専門的な見地から意見を求めるものとする。 

６ 利用者の同意 

   介護支援専門員は、利用者及びその家族に対し、居宅サービス計画内容（サービスの種類内容、

利用料、目標等）について説明し、文書により同意を得る。 

７ 介護支援専門員は、作成した居宅サービス計画の書類を利用者及びその家族に交付する。 

８ 介護支援専門員が、相談を受ける場合の場所は、当事業所または利用者宅、その他必要と認めら

れる場所において行うものとする。 

「サービスの実施状況の継続的な把握・評価」 

介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者、家族、指定居宅サービス事業

者等との連絡を継続的に行うことにより、実施状況の把握を行い、利用者の状況に応じて、居宅サ

ービス計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。 

「介護保険施設の紹介等」 

（１）介護支援専門員は、利用者がその居宅において、サービス提供が困難になったと認めた場

合、利用者が介護保険施設等への入院または入所を希望する場合には介護保険施設への紹介そ

の他の便宜の提供を行う。 

（２）介護支援専門員は、介護保険施設等からの退院または退所をしようとする要介護者から依頼

があった場合には、円滑に居宅における生活に移行できるよう、居宅サービス計画の作成など

の援助を行う。 

 

（利用料、その他の費用の額） 

第８条 当事業は、申請に係る支援に要する経費並びに居宅サービス計画作成費について、利用者及び

家族へ、一切の費用負担を求めない。 

２ 実施地区以外からの利用者の要請があったときは、利用者の同意を得て、交通費を実費負担させ

る。（但し、負担金は１km 当たり１６円とする） 

 

（通常の事業の実施地域） 

第９条 通常の事業の実施地域は、宮崎市・日南市（北郷町）の区域とする。 

 

 



（法定代理受領サービスに係る報告） 

第１０条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村に対し居宅サービス計画その他実施状況に関する

書類を報告しなければならない。 

 

（秘密保持） 

第１１条 当事業の介護支援専門員及びその他職員は、利用者及びその家族等に関する知り得た情報を

漏らしてはならない。 

２ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者や家族に関する秘密を保持させるため、従業者でなく

なった後においてもこれらの秘密の保持を義務付ける旨を雇用契約の内容に付記する。 

３ 当事業は、利用者の緊急の場合に、医療上必要があると認めるときは、医療機関等に利用者の承

認を得たうえで、心身の情報を提供することができる。また、サービス担当者会議においても必要

な情報を用いることができるものとする。 

 

（苦情処理） 

第１２条 当事業は、提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス等に対

する利用者の苦情に迅速に適切に対処する。 

２ 当事業は、居宅サービス計画の中で自らが位置付けた居宅サービスに対する利用者の苦情の申し

立てに関して、利用者に必要な援助を行う。 

３ 当事業は、居宅支援等に対する利用者からの苦情に対して、市町村や国民健康保険団体連合会か

らの調査等に協力するとともに、指導及び助言に従って必要な改善を行う。 

 

（事故発生時の対応） 

第１３条 当事業は、居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、必要な措置を速やかに講じる

とともに利用者の家族及び当該市町村に連絡を行う。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１４条 当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するための措置として、「宮崎市立田野病院

（居宅介護支援事業所）高齢者虐待防止のための指針」を策定し、指針に従い、業務を行う。 

 

（身体拘束の禁止） 

第１５条 当事業所は、利用者又は他人の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。やむを得ず身体拘束当を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事

項を記録するものとする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１５条 当事業の運営規程、職員の勤務体制、その他利用者がサービスの選択に必要な重要事項を見

やすい場所に提示する。 



２ 介護支援専門員は、サービス提供を利用者に強要してはならない。また、当該サービス事業者か

ら金品その他の利益を収受してはならない。 

３ 当事業は、設備、備品、職員、会計等に関する諸記録の整備を行う。また、居宅サービス計画、

サービス担当者会議、居宅介護支援の提供に関する記録を完結の日から５年間保存する。 

 

 

附 則 

この規程は、平成３０年１０月１５日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 


